
© 2021 紫苑商標特許事務所

1

■４条１項１１号

不服 2020-11900
＜本願商標＞

「ＶｉｓＥａｓｅ」（標準文字）

第９類「理化学機械器具，測定機械器具，電子応用機械器具及びその部品」

＜結論＞

原査定を取り消す。本願商標は、登録すべきものとする。

＜原査定理由＞

引用商標：「ヴィシーズ」（標準文字）

第３５類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提

供，理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供，測

定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第３

５類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務

＜理由＞

※読みやすくなるように、以下、当事務所にて下線や改行等を挿入しております。

（１）本願商標

本願商標は、・・・、「ＶｉｓＥａｓｅ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標

は、１文字目の「Ｖ」及び４文字目の「Ｅ」が大文字で書されていることから、「Ｖｉｓ」

及び「Ｅａｓｅ」の文字を結合し、全体としてまとまりよく一体的に表したものと看取され

るものである。

また、「ＶｉｓＥａｓｅ」の文字は、辞書等に載録されていないことから、特定の語義を

有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」の

称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
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（２）引用商標

引用商標は、・・・、「ヴィシーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、引用商標は、

同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、全体としてまとまりよく一体的に表したものと看取さ

れるものである。

また、「ヴィシーズ」の文字は、辞書等に載録されていないことから、特定の語義を有し

ない一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「ビシーズ」の称呼を生じるものであ

り、特定の観念を生じないものである。

（３）本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、全て欧文字で構成されてい

るのに対し、引用商標は、全て片仮名で構成され、両商標の文字種が異なるため、これらの

視覚上の差異は大きく、両商標は、外観において明確に区別できるものである。

次に、両商標の称呼について検討すると、本願商標は、「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」

の称呼を生じ、引用商標は、「ビシーズ」の称呼を生じるものであるところ、本願商標の２

音目及び３音目の「ズイ」の音又は「スイ」の音と、引用商標の２音目の「シ」の音は、明

らかに相違する音であることから、比較的短い音構成において、これらの差異音が与える影

響は、決して少ないとはいえず、これらをそれぞれ一連で称呼するときは、語調語感が異な

り、称呼において明瞭に聴別できるものである。

さらに、観念においては、本願商標及び引用商標のいずれも特定の観念は生じないもので

あるから、比較することはできないものである。

したがって、両商標は、観念において比較できないものの、外観において明確に区別でき

るものであり、称呼においては、明瞭に聴別できるものであるから、これらを総合して全体

的に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

（４）まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、たとえ、本願商標の

指定商品と引用商標の指定役務が類似するとしても、本願商標が商標法第４条第１項第１

１号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。
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弁理士コメント

本願商標「ＶｉｓＥａｓｅ」と、引用商標「ヴィシーズ」は、観念において比較できない

ものの、外観において明確に区別できるものであり、称呼においては明瞭に聴別できるもの

であるから、これらを総合して全体的に考察すれば、互いに紛れるおそれのない非類似の商

標とみるのが相当である、と判断されました。

本事件の判断のポイントとしては、本願商標「ＶｉｓＥａｓｅ」の４文字目の「Ｅ」が大

文字で表されていることから、これを「Ｖｉｓ」と「Ｅａｓｅ」の結合であるとした上で、

「ビズイーズ」及び「ビスイーズ」の称呼が生じると認定された点が挙げられるでしょう。

その結果、引用商標「ヴィシーズ」から生じる「ビシーズ」の称呼とは明瞭に聴別できる

と判断されています。

もし、本願商標の表記が「ＶｉｓＥａｓｅ」ではなく「Ｖｉｓｅａｓｅ」であったなら、

これより引用商標と同じ「ビシーズ」の称呼が生じると認定された可能性は高かったのでは

ないかと思われます。その場合、総合的に考察して、はたして両商標が類似とされるのか、

それとも非類似とされるのか、興味深いところです。

このような審決を目にすると、商標を構成するアルファベットの一部を大文字又は小文

字とすることは、一見さほど影響がないように思われる一方、商標の類否判断の場において

は大きく影響しかねないという点に、留意する必要がありそうです。

ちなみに、本願商標は、上述のように「ＶｉｓＥａｓｅ」と表していることから登録が認

められたとも考えられますので、実際に商標として使用をする際は、常に「ＶｉｓＥａｓｅ」

と表記すべきでしょう。

ただ、インターネット上で使用する際には、どうしても「visease」のように表記せざる

を得ない場合もあるように思います（たとえば、ＵＲＬでの表示など）。それを考えると、

請求人としては、「ＶＩＳＥＡＳＥ」または「ｖｉｓｅａｓｅ」についても出願しておき、

引用商標「ヴィシーズ」との類似性についてはっきりと白黒をつけておいた方が、長い目で

見れば安心な気もします。

（弁理士 永露 祥生）

＜２０２１年５月６日＞            


